
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月７日、東一両分会・東二両分会及び東一運分会・東二運

分会・地区分会は「窃盗事件」をデッチ上げた不当弾圧をはね

返すため、職場と品川駅でビラ配布行動を展開しました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月３１日に行った東一両・東二両分会の職場内ビラ配布に

対して、会社は８月１日付けで「警告書」なるものを新幹線地

本に送りつけてきました。 

就業規則を盾に「警告」をしてきていますが、正当な労働組

合活動に対する妨害は不当労働行為以外の何物でもありません。 

われわれは、断固としてこれからもあたりまえの労働組合運

動を展開する。 
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妨害をはねのけてビラ配布 

 

 

 
管理者の妨害に抗議 

 

 
品川駅頭でのビラ配布 
 


